
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学学術相談取扱要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、兵庫県公立大学法人（以下「法人」という。）が設置する

兵庫県立大学（以下「大学」という。）において、企業、法人及び教育研究機

関等からの相談申込みに基づき、大学に勤務する教員（兵庫県公立大学法人教

職員就業規程（平成 25 年法人規程第 25 号）第２条に規定する教員）がその教

育、研究及び技術上の専門的知識に基づき、期間を定めて有償で指導助言を行

い、申込者の業務又は活動を支援することにより、大学の教育及び研究並びに

産学連携活動を推進することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）学術相談担当者 学術相談を担当する教員をいう。 

（２）学術相談料   申込者が学術相談の対価として大学に納付するものを

いう。 

（受入れの基準） 

第３条 学術相談は、原則として教員の職務と同一のものまたは職務と密接に

関連すると認められ、かつ本来の教育、研究に支障を生じるおそれがないと認

められる場合に限り受入れるものとする。 

（受入れの条件） 

第４条 学術相談は、次の各号に掲げる条件のもとに、受入れるものとする。 

（１）受入れにあたって、事前に相談内容に応じた実施期間を定めること。 

（２）学術相談の結果生じた知的財産権の取扱については、当該知的財産権を生

じた状況を勘案し本学及び申込者の間で協議の上これを決定する。その学

術相談担当者の寄与分を大学が承継することができる。 

（学術相談の申込み） 

第５条 学術相談の申込みは、申込者が学術相談申込書（様式第１号）により、

産学連携・研究推進機構を通じて理事長に対して行うものとする。 

(学術相談の受入れ) 

第６条 理事長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときはこれを決定し、申込者との間に学術相談契約を締結するものとす

る。 

(学術相談料) 

第７条 学術相談の受入決定後、申込者は、学術相談料を所定の期日までに納付

しなければならない。 

２ 前項の学術相談料の額は、学術相談者の知識、ノウハウ等の提供の対価及び



学術相談に必要な経費（以下「直接経費」という。）及び当該学術相談に関連

し直接経費以外に必要となる経費（以下「間接経費」という。）の合算額とし、

相談内容に応じて申込者と学術相談担当者及び産学連携・研究推進機構が協

議のうえ定めるものとする。 

３ 間接経費は、原則として直接経費の 20％とする。 

４ すでに納付された学術相談料は原則として返還しない。 

(学術相談の終了) 

第８条 学術相談は、学術相談契約に記載の期間の満了、又は相談回数が当初の

回数に達した時に終了するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合に

於いても、終了するものとする。 

（１）申込者が終了の意思を示したとき 

（２）天災その他やむを得ない理由があるとき 

（３）相談内容が兵庫県公立大学法人兵庫県立大学共同研究規程（平成 25 年法

人規程 59 号）に定める共同研究又は兵庫県公立大学法人兵庫県立大学受託

研究規程（平成 25 年法人規程第 58 号）に定める受託研究に該当し、申込者

と学術相談担当者が協議のうえ共同研究あるいは受託研究に移行するとき 

(報告) 

第９条 学術相談担当者は、学術相談が終了したときは、学術相談報告書（様式

第２号）により理事長に報告を行うものとする。 

（知的財産等） 

第 10 条 学術相談の結果生じた知的財産の取扱いについては、兵庫県公立大学

法人兵庫県立大学知的財産取扱規程（平成 25 年法人規程第 70 号）を適用す

る。 

(秘密の保持) 

第 11 条 申込者及び学術相談担当者は、学術相談の実施に際して提供若しくは

開示を受け、または相手方より知り得た秘密情報について、その秘密保持に十

分な配慮をしなければならない。 

（学術相談の公表） 

第 12条 理事長は、学術相談については、公表の可否及び公表の内容について、

申込者と協議して定めることとする。 

(補則) 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、学術相談の取扱いに関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


